
令和７・８年度競争入札参加資格審査申請について

陸前高田市（以下「本市」という。）が行う、令和７・８年度の競争入札参加資格審査申

請について、以下のとおりお知らせします。なお、競争入札参加資格を取得された方は、本

市の競争入札参加資格者名簿（以下「名簿」という。）に掲載します。

また、建設工事及び測量・建設コンサルタント等（以下「建設コンサル」という。）は、

競争入札参加資格者名簿に掲載されている事業者から、別に定める市営建設工事等請負入

札参加者格付（以下「格付」という。）基準に基づき、別途格付を定めます。

１ 申請期間

令和７年２月１９日（水）から令和７年３月１９日（水）まで（土、日、祝日を除く。）

システム稼働時間：午前８時３０分から午後８時まで

受付期間終了後、引続き随時申請を受付しますが、上記期間以降に受付された申請は当

初の名簿及び格付には掲載されず、随時追加となりますのでご了承ください。

２ 対象及び対象年度

令和７・８年度における建設工事、建設コンサル及び物品・役務

なお、うち物品・役務は、本申請の対象年度の直前の名簿の資格有効期間を延長するの

で、直前の名簿に掲載されている方の、今回の申請は不要です。（後述する資格有効期間

を参照願います。）

３ 受付方法

本申請は、本市、大船渡市及び住田町で共同運用するシステム（以下「受付システム」

という。）を用いたインターネット上での受付となります。

また、次のいずれかに該当する方は、受付システムでの申請後に別途本市で定める様式

等を、本市が指定するインターネット上のファイル送信フォームから提出してください。

⑴ 本市に本社または営業所等を有する方

⑵ 本申請の対象年度の直前の年度において、格付基準に基づき定める格付に掲載され

ている方

上記いずれにも該当しない方は、受付システムでの申請のみで終了となります。

４ 資格有効期間

本申請による競争入札参加資格の有効期間は、建設工事、建設コンサル及び物品・役務、

いずれも令和７年６月１日から令和９年５月３１日までの２年間となります。

なお、令和７・８年度の申請に限り、大船渡市及び住田町と資格有効期間を揃えるため

に、本申請の対象年度の直前の資格有効期間を、以下のとおり延長します。



⑴ 建設工事及び建設コンサル（令和５・６年度）

延長前）令和５年６月１日から令和７年３月３１日まで

延長後）令和５年６月１日から令和７年５月３１日まで（２ヶ月間延長）

この延長に伴い、格付基準及び格付も同様に延長するものとします。

⑵ 物品・役務（令和５～７年度）

延長前）令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで

延長後）令和５年４月１日から令和９年５月３１日まで（１年２ヶ月間延長）

この延長に伴い、物品・役務の延長後の資格有効期間が本申請の資格有効期間と重複

することから、既に資格を有している方は、今回本市への物品・役務の申請は不要です。

５ 参加資格要件

競争入札参加資格は、以下の要件を満たす方がその資格を得ることができます。

⑴ 共通

ア 会社更生法第１７条の規定による更生手続開始の申立てがある者、民事再生法第

２１条の規定による再生手続開始の申立てがある者その他経営状況が著しく不健全

であると認められる者でないこと。

イ 国税及び市税等（市税のほか上下水道料、建物使用料等、市に収納するべきものを

含む）を滞納していない者であること。

ウ 暴力団、暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者でないこと。

⑵ 建設工事

ア 建設業法第３条第１項の規定による許可を受けている者であること。

イ 建設業法第２７条の２３第１項の規定による経営に関する客観的事項の審査の結

果に基づく同法第２７条の２９第１項の規定による通知の書面（以下「総合評定値通

知書」という。）に総合評定値及び完成工事高（年平均）の数値を有する者であるこ

と。

ウ 健康保険法第４８条、厚生年金保険法第２７条及び雇用保険法第７条の規定に違

反している者でないこと。

⑶ 建設コンサル

ア 営業に関し法律上資格が必要である場合、その資格を有すること。

イ 申請日現在において、営業年数が１年以上であること。

ウ 申請日の直前２年以内の営業（事業）年度において、競争入札に参加を希望する建

設コンサル業務についての業務履行を有すること。

エ 健康保険法第４８条、厚生年金保険法第２７条及び雇用保険法第７条の規定に違

反している者でないこと。

⑷ 物品・役務

ア 営業に関し法令上許可・登録を必要とする業種にあっては、その資格を有すること。



６ 添付書類

本申請にあたっては、受付システムへの入力のほか、以下の添付書類の提出が必要とな

ります。

なお、提出方法の詳細及びファイル仕様等は、別に定める入札参加資格審査申請の手引

き及び様式集の作成要領等を確認願います。

７ 通知等の送付

受付システムで申請した内容は、受付システムに登録した申請担当者メールアドレス

あてに送信されます。また、入力情報に不備等があった場合も、同様となります。

提出

方法
№ 名称

建設

工事

建設

ｺﾝｻﾙ

物品

役務

受
付
シ
ス
テ
ム
で
提
出

（
二
市
一
町
共
通
）

１ 使用印鑑届兼委任状（様式第１号） ○ ○ ○

２

納税証明書の写し

①国税

「その３の２」または「その３の３」

②各市町税

納税証明書（前年度分、未納がないことの証明）

○ ○ ○

３
登記事項証明書の写し（法人）または市区町村

長の発行する身分証明書の写し（個人）
○ ○

４
財務諸表類の写し（直近１年分）

（個人事業主は確定申告書の写しでも可）
○ ○

５ 総合評定値通知書の写し ○

６ 登録証明書の写し ○

７

暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係

を有する者に該当しないことの誓約書（様式第

３号）

○ ○ ○

フ
ォ
ー
ム
で
提
出

（
市
独
自
分
）

８

陸前高田市営建設工事入札参加資格審査申請

提出書類様式集（独自分）（以下「様式集」とい

う。）

△

９ 市税等納付状況の調査に関する承諾書 △ △ △

10 地域奉仕活動実施報告書 △

11 その他様式集に添付する書類一式 △

○…申請する方全員が提出するもの

△…申請する方のうち、３ 受付方法で示している、⑴本市に本社または営業所等を有する

方、⑵本申請の対象年度の直前の年度において、格付基準に基づき定める格付に掲載さ

れている方のみ提出



本市が指定する送信フォームで提出した様式集等は、受付システムの審査とは別に確

認作業を行い、修正等が無い場合は連絡はありません。修正等を要する場合は、様式集表

紙に記載されたメールアドレスまたは電話番号あてにその旨を通知します。

８ 変更手続き

申請した内容に変更が生じた場合は、内容に応じて以下のとおり変更手続きを行って

ください。複数の種別（建設工事、建設コンサル、物品・役務）に登録している場合は、

それぞれの登録区分ごとに変更手続きを行ってください。

なお、物品・役務において令和５～７年度の資格有効期間を有している方は、システム

での変更申請はできないため、別途本市で定めるフォームから変更申請してください。た

だし、令和５～７年度の資格有効期間を有している方が、今回受付システムで改めて審査

申請をした場合は、受付システム上で変更申請をしてください。

変更事項 添付書類

受
付
シ
ス
テ
ム
で
変
更

（
全
社
共
通
）

本
社
情
報

商号または名称

代表者職・氏名

本社（店）所在地

使用印鑑届兼委任状

登記事項証明書の写し（法人）又は市区町

村長の発行する身分証明書の写し（個人）

実印又は使用印鑑の変更 使用印鑑届兼委任状

電話番号、ＦＡＸ番号、メール

アドレス
不要

営
業
所
情
報

営業所名

営業所代表者職・氏名

営業所所在地

受任者使用印鑑の変更

使用印鑑届兼委任状

電話番号、ＦＡＸ番号、メール

アドレス
不要

申請先団体の削除

申請業種の削除

申請登録の削除

不要

合併及び事業譲渡等 経緯が確認できる書類（合併契約書等）

フ
ォ
ー
ム
で
提
出

（
工
事
格
付
業
者
の
み
）

総合評定通知書の更新 総合評定通知書の写し

技術者の追加、削除及び資格変更 資格が確認できる書類（追加、変更の場合）



９ 問い合わせ先

本申請に係る問い合わせ先は、以下のとおりとなります。

⑴ 受付システムの操作等、２市１町共通分の手続き全般に関すること

大船渡市総務部契約検査室

電 話 ０１９２－２７－３１１１（内２２６）

ＦＡＸ ０１９２－２６－４４７７

⑵ 市独自分様式及び提出方法等に関すること

陸前高田市総務部財政課

電 話 ０１９２－５４－２１１１（内３２４）

ＦＡＸ ０１９２－５４－３８８８


